
正　誤　表　②
本誌15・16・21ページに誤りがある場合がございます。該当ページご覧の上、誤表記の際は下記の訂正をご参照ください。

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じる場合（全社
的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）
　⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）の長さに応じた日数（比例
按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められます。
（例）
４/１入社で、
初年度は１０/１に付与
翌年度は４/１に付与する場合 4/1入社 4/110/1 9/30 3/31

５日取得
５日取得

7.５日以上取得

通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ
せ、２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

この場合には、１０/１～翌 ３々/３１までの期間（18箇月）に、
５日÷12×18＝７．５日以上取得させることも認められる。

１年目の付与日（10日付与） ２年目の付与日（11日付与）

15
ページ

16
ページ

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じる場合（全社
的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）
　⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）の長さに応じた日数（比例
按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められます。
（例）
４/１入社で、
初年度は１０/１に付与
翌年度は４/１に付与する場合 4/1入社 4/110/1 9/30 3/31

５日取得
５日取得

通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ
せ、２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

この場合には、１０/１～翌 ３々/３１までの期間（18箇月）に、
５日÷12×18＝７．５日以上取得させることも認められる。

ここも注目　～就業規則による規定～

21
ページ

使用者による年次有給休暇の時季指定を実施するに当たっては、就業規則への規定は必須ではありま
せんが、労使間でトラブルが生じないようにしておくためにも、時季指定の方法等について就業規則
へ記載しなければなりません。

５日取得

１年目の付与日（10日付与） ２年目の付与日（11日付与）

誤

誤

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第89条）であるため、使用者による
年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方
法等について、就業規則に記載しなければなりません。

ここも注目　～就業規則による規定～
正

誤

正

正

⑦ 長時間労働者に対する面接指導等の実施に当たって
□月80時間超の時間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、衛生委員会等で調査審
議のうえ、以下のア及びイを図りましょう。調査審議の結果の際は、申出を行うことによる不利益取扱いの防止など、
申出がしやすい環境となるよう配慮しましょう。

⑦ 長時間労働者に対する面接指導等の実施に当たって
□月80時間超の時間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、衛生委員会等で調査審
議のうえ、以下のア～ウを図りましょう。調査審議の結果の際は、申出を行うことによる不利益取扱いの防止など、申
出がしやすい環境となるよう配慮しましょう。



正　誤　表　①
本誌13・16ページに誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。
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突発的な仕様変更、新システムの導入

労働者代表者に対する事前申し入れ

対象労働者への医師による面接指導の実施、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定
職場での時短対策会議の開催①、③、⑩

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

機械トラブルへの対応

設計

検査

機械組立

6．５時間

6．５時間

6．５時間

6時間

6時間

6時間

90時間

90時間

80時間

３５％

３５％

３５％

３５％

３５％

３５％

700時間

600時間

500時間

820時間

720時間

620時間

100時間

100時間

90時間

６回

６回

4回

10人

20人

10人

0000年４月１日

投票による選挙

検査課主任
山田花子

工場長
田中太郎

0000　　　3　　 12

0000　　　3　　 15

○　○

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。2枚目

（裏面）

限度時間を超えて
労働させる場合に
とる手続きについ
て定めてください。

限度時間を超えた
労働者に対し、裏面
の記載心得１（９）①
～⑩の健康確保措
置のいずれかの措
置を講ずることを
定めてください。

事由は一時的または突発的に時間外労働
を行わせる必要のあるものに限り、できる
限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを
得ないとき」など恒常的な長時間労働を招
くおそれがあるものは認められません。

業務の範囲を細
分化し、明確に定
めてください。

月の時間外労働の限度時
間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる
回数を定めてください。
年６回以内に限ります。

限度時間を超えて
時間外労働をさせる
場合の割増賃金率
を定めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

限度時間（年360時
間または320時間）を
超えて労働させる１
年の時間外労働（休
日労働は含みませ
ん）の時間数を定め
てください。年720時
間以内に限ります。

限度時間を超
えて時間外労
働をさせる場
合の割増賃
金率を定めて
ください。
この場合、法
定の割増率
（25%）を超
える割増率と
なるよう努め
てください。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載
してください。そ
の１年間におい
ては協定の有効
期間にかかわら
ず、起算日は同
一の日である必
要があります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合の、１
か月の時間外労働と休日労働の
合計の時間数を定めてください。
月100時間未満に限ります。
なお、この時間数を満たしていて
も、２～６か月平均で月80時間を
超えてはいけません。

時間外労働と法定休日労働を合
計した時間数は、月100時間未
満、２～６か月平均80時間以内で
なければいけません。これを労使
で確認の上、必ずチェックを入れ
てください。チェックボックスに
チェックがない場合には、有効な
協定届とはなりません。

管理監督者は労働者代表にはなれません。

押印も必要です。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、３６協定の締結をする者を選ぶことを明確にし
た上で、投票・挙手等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。
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突発的な仕様変更、新システムの導入
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○　○

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。2枚目

（裏面）

限度時間を超えて
労働させる場合に
とる手続きについ
て定めてください。

限度時間を超えた
労働者に対し、裏面
の記載心得１（９）①
～⑩の健康確保措
置のいずれかの措
置を講ずることを
定めてください。

事由は一時的または突発的に時間外労働
を行わせる必要のあるものに限り、できる
限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを
得ないとき」など恒常的な長時間労働を招
くおそれがあるものは認められません。

業務の範囲を細
分化し、明確に定
めてください。

月の時間外労働の限度時
間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる
回数を定めてください。
年６回以内に限ります。

限度時間を超えて
時間外労働をさせる
場合の割増賃金率
を定めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

限度時間（年360時
間または320時間）を
超えて労働させる１
年の時間外労働（休
日労働は含みませ
ん）の時間数を定め
てください。年720時
間以内に限ります。

限度時間を超
えて時間外労
働をさせる場
合の割増賃
金率を定めて
ください。
この場合、法
定の割増率
（25%）を超
える割増率と
なるよう努め
てください。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載
してください。そ
の１年間におい
ては協定の有効
期間にかかわら
ず、起算日は同
一の日である必
要があります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合の、１
か月の時間外労働と休日労働の
合計の時間数を定めてください。
月100時間未満に限ります。
なお、この時間数を満たしていて
も、２～６か月平均で月80時間を
超えてはいけません。

時間外労働と法定休日労働を合
計した時間数は、月100時間未
満、２～６か月平均80時間以内で
なければいけません。これを労使
で確認の上、必ずチェックを入れ
てください。チェックボックスに
チェックがない場合には、有効な
協定届とはなりません。

管理監督者は労働者代表にはなれません。

押印も必要です。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、３６協定の締結をする者を選ぶことを明確にし
た上で、投票・挙手等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。
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労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。2枚目

（表面）

限度時間を超えて
労働させる場合に
とる手続きについ
て定めてください。

限度時間を超えた
労働者に対し、裏面
の記載心得１（９）①
～⑩の健康確保措
置のいずれかの措
置を講ずることを
定めてください。

事由は一時的または突発的に時間外労働
を行わせる必要のあるものに限り、できる
限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを
得ないとき」など恒常的な長時間労働を招
くおそれがあるものは認められません。

業務の範囲を細
分化し、明確に定
めてください。

月の時間外労働の限度時
間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる
回数を定めてください。
年６回以内に限ります。

限度時間を超えて
時間外労働をさせる
場合の割増賃金率
を定めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

限度時間（年360時
間または320時間）を
超えて労働させる１
年の時間外労働（休
日労働は含みませ
ん）の時間数を定め
てください。年720時
間以内に限ります。

限度時間を超
えて時間外労
働をさせる場
合の割増賃
金率を定めて
ください。
この場合、法
定の割増率
（25%）を超
える割増率と
なるよう努め
てください。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載
してください。そ
の１年間におい
ては協定の有効
期間にかかわら
ず、起算日は同
一の日である必
要があります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合の、１
か月の時間外労働と休日労働の
合計の時間数を定めてください。
月100時間未満に限ります。
なお、この時間数を満たしていて
も、２～６か月平均で月80時間を
超えてはいけません。

時間外労働と法定休日労働を合
計した時間数は、月100時間未
満、２～６か月平均80時間以内で
なければいけません。これを労使
で確認の上、必ずチェックを入れ
てください。チェックボックスに
チェックがない場合には、有効な
協定届とはなりません。

管理監督者は労働者代表にはなれません。

押印も必要です。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、３６協定の締結をする者を選ぶことを明確にし
た上で、投票・挙手等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。
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基準日から１年以内の期
間における年次有給休
暇の付与日数

年次有給休暇を取得し
た日付

年次有給休暇
取得日数

18日

基準日（労働基準法第
39条第７項関係） 2019/4/1

（例）労働者名簿または賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。

（補足）基準日が２つ存在する場合（※P15参照）には、基準
日を２つ記載する必要があります。

（補足）基準日から１年以内の期間における年休取得日数
（基準日が２つ存在する場合（※P15参照）には１つ目
の基準日から２つ目の基準日の１年後までの期間に
おける年休取得日数）を記載する必要があります。

日数

基準日

基準日から１年以内の期
間における年次有給休
暇の取得日数

年次有給休暇を取得し
た日付

年次有給休暇
取得日数

18日

基準日（労働基準法第
39条第７項関係） 2019/4/1

（例）労働者名簿または賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。

日数

基準日


